
総合健診 受診状況報告書 （ ○○ 年度） 

記号 ９９９ 所属所名 ○○市 

総合健診受診状況 

組合員数 受診者数 
未受診 

者 数 

有所見 

者 数 

要精検 

者 数 

① ② ③ ④ ⑤ 

４５０ 人 ４４７ 人 ３ 人 ２００ 人 ５０ 人 

上記のとおり相違ないことを報告します。 

   ○○年 ○○月 ○○日 

福岡県市町村職員共済組合理事長 殿 

             所属所長・職名  ○○市長 

                  氏名  ○○ ○○        

＜記入要領＞ 集計は組合員のみ（任継は除く） 

この報告書は総合健診結果通知後速やかに、総合健診未受診者名簿（該当者がいない

場合は不要）を添付し共済組合に提出してください。 

「総合健診受診状況」 

①組合員数：総合健診実施日の属する月の初日の組合員数を記入してください。 

(誕生月健診を行う所属所にあっては当該年度の４月１日の組合員数) 

②受診者数：①のうち、受診した者の数を記入してください。         

（他所属所で受診した者を含む） 

③未受診者数：①－②（該当の場合「総合健診 未受診者名簿」を添付ください。） 

④有所見者数：判定区分（総合判定）の「要指導(C)」から「要治療(G)」に該当する

検査項目を有する者の数を記入してください。 

⑤要精検者数：判定区分（各項目）の「要精密検査(E)」に該当する検査項目を有す

る者の数を記入してください。 



総合健診 未受診者名簿 （   年度） 

記号  所属所名  

番号 組合員氏名 
未受診の理由 

コード その他（コード＝13の場合） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

計 名 …「総合健診 受診状況報告書」中③へ 

＜記入要領＞ 

総合健診（全項目）を受診していない者を記入してください。 

なお、未受診の理由を下記の中から選び未受診理由のコード欄に記入してください。 

１．入院治療中 ２．通院治療中 ３．他の医療機関で受診済 

４．妊娠中又は疑 ５．病気休職 ６．産前産後休暇 

７．育児休暇 ８．出向又は派遣 ９．出張又は研修 

10．公務多忙 11．受診拒否 12．退職 

13.その他（理由明記） 



精密検査 受診状況報告書 （ ○○ 年度） 

記号 ９９９ 所属所名 ○○市 

精密検査受診状況 

要精検 

者 数 
受診者数 

未受診 

者 数 

有所見 

者 数 

① ② ③ ④ 

５０ 人  ４５ 人  ５ 人  ２５ 人 

上記のとおり相違ないことを報告します。 

   ○○年 ○○月 ○○日 

福岡県市町村職員共済組合理事長 殿 

             所属所長・職名  ○○市長 

                  氏名  ○○ ○○           

＜記入要領＞ 集計は組合員のみ（任継は除く） 

この報告書は要精検者（Ｅ判定）がいる場合に、総合健診が終了した日から 90日以

内に、精検未受診者集計（該当者がいない場合は不要）・精密検査受診報告書（黄色様

式）を添付し共済組合に提出してください。 

「精密検査受診状況」 

①要精検者数：判定区分（各項目）の「要精密検査(E)」に該当する検査項目を有す

る者の数を記入してください。 

②受診者数：①のうち、精密検査を受診した者の数を記入してください。    

（該当の場合「精密検査受診報告書」を添付してください。） 

③未受診者数：①－②（該当の場合「精検 未受診者集計」及び「精密検査受診報告

書」を添付してください） 

④有所見者数：②のうち、「精密検査受診報告書」の検査結果欄に異常指摘と報告し

た者の数を記入してください。 



精検（精密検査）未受診者集計 （   年度） 

記号  所属所名  

１ 当該検査結果について医師のもと治療・管理中 名 

２ 保健師等相談のうえ不必要と判断 名 

３ 妊娠中 名 

４ その他 名 

【内訳】 健康だから 名 多忙 名 

 

受けたくない 名 退職 名 

忘れていた 名 死亡 名 

上記以外（理由及び人数を明記してください） 

 名 

 名 

 名 

計 名 …「総合健診 受診状況報告書」中⑦へ 

＜記入要領＞ 

総合健診において、判定区分（各項目）が「要精密検査（E）」に該当する検査項目を

有する組合員より提出された「精密検査受診報告書」を基に集計するとともに、当該報告

書を添付してください。 

 

※４の理由（退職・死亡を除く）による未受診者には、疾病の早期発見・早期

治療のため、できるだけ受診するよう勧奨をお願いします。 

 


